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 本市では、「できる限り住み慣れた地域社会の中で、本人の生活能力に合わせた自立生活が送れる」よう高齢者を支える地域ネットワークづくりをはじめ、高齢者の地域生活を支援する多様な施策を展開してきたところである。 この間、介護保険制度は、高齢者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、自立した日常生活の支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築をめざし、順次改正が行われてきた。 このような制度改正を踏まえ、本計画は、これまで本市が進めてきた介護保険制度や高齢者福祉の施策を継続的に取り組むとともに、本市の地域課題・地域資源・高齢化の進展などの実情を踏まえ、「高齢者が住み慣れた地域の中で、健康で、安心して自分らしくいきいきと高齢者が住み慣れた地域の中で、健康で、安心して自分らしくいきいきと高齢者が住み慣れた地域の中で、健康で、安心して自分らしくいきいきと高齢者が住み慣れた地域の中で、健康で、安心して自分らしくいきいきと暮らし続けられる暮らし続けられる暮らし続けられる暮らし続けられる」生活支援体制の構築に向けて、さらなる施策の推進を図ることを目的とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）厚生労働省資料に一部加筆 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 総 論 

序 章 計画の策定に当たって 

１ 計画見直しの趣旨 

図表図表図表図表 1111----1 1 1 1 地域包括ケアシステムのイメージ地域包括ケアシステムのイメージ地域包括ケアシステムのイメージ地域包括ケアシステムのイメージ    
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  介護保険制度は、平成 26 年（2014 年）6 月に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（「医療介護総合推進法」）に基づき、改正が行われた。 図表図表図表図表 1111----2 2 2 2 介護保険制度の改正（平成介護保険制度の改正（平成介護保険制度の改正（平成介護保険制度の改正（平成 26262626 年度）の主な内容年度）の主な内容年度）の主な内容年度）の主な内容    地域包括ケアシステムの構築地域包括ケアシステムの構築地域包括ケアシステムの構築地域包括ケアシステムの構築    高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防（※）を充実。 費用負担の公平化費用負担の公平化費用負担の公平化費用負担の公平化    低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料の上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 サービスの充実サービスの充実サービスの充実サービスの充実    ○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実 ①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症（※）施策の推進 ③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化 重点化・効率化重点化・効率化重点化・効率化重点化・効率化    ①全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化 ②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３以上に限定（既入所者は除く） 

低所得者の保険料軽減を拡大低所得者の保険料軽減を拡大低所得者の保険料軽減を拡大低所得者の保険料軽減を拡大    ○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大 重点化・効率化重点化・効率化重点化・効率化重点化・効率化    ①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ ②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加     
※ このほか、「2025 年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、「居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施。 資料：厚生労働省資料より作成 

 

 

 本計画は、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年度（2025 年度）までの間に、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することを長期目標とするもので、第 6 期以降の介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」として位置づけ、平成 37 年度（2025 年度）までの各計画期間を通じて、段階的に地域包括ケアシステムの構築をめざすものである。 図表図表図表図表 1111----3 3 3 3 計画の期間と位置づけ計画の期間と位置づけ計画の期間と位置づけ計画の期間と位置づけ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成 26 年度（2014 年度）制度改正の概要 

３ 計画の位置づけと期間 
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 （１）人口・被保険者数の将来推計 わが国は、すでに人口減少社会に突入しているが、本市については、平成 29 年（2017 年）頃まで人口の微増傾向を維持すると推計される。 本市の高齢化については、平成 29年（2017 年）は 26.7％、平成 37 年（2025 年）は 28.2％となる見込みである。 40 歳から 64 歳までの第 2号被保険者の数については、平成 26年（2014 年）が約 8.2 万人で、今後も、同人口前後で推移すると見込まれる。一方、65 歳以上の第 1号被保険者の数については、年々増加しており、今後も増加していくことが見込まれる。  

         

※ 平成 24 年～26 年は、住民基本台帳人口（各年 9 月末日現在）。 ※ 平成 27 年以降の人口は、平成 22 年～26 年の実績人口からコーホート要因法（※）により推計。 ※ 被保険者について：介護保険制度では、40 歳以上の人が介護保険に加入し被保険者となり、被保険者は以下の ２つに区分される。 第 1 号被保険者：65 歳以上、第 2 号被保険者：40 歳以上 65 歳未満  

81,886 81,809 81,567 81,817 82,043 82,398 83,174 82,595
28,897 30,253 31,761 32,354 32,265 31,856 30,617 25,61825,054 26,097 26,987 27,998 29,419 30,747 33,562 39,524

020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

後期高齢者前期高齢者第２号被保険者
（人） 135,837 138,159 140,315 142,169 143,727 145,001 147,353 147,737

 

 
第１章 高齢者等の現状と将来推計 

１ 宝塚市の人口・被保険者等の現状と推計 

図表図表図表図表 1111----4444    被保険者数の推移と将来推計被保険者数の推移と将来推計被保険者数の推移と将来推計被保険者数の推移と将来推計    
 

図表図表図表図表 1111----5555    宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市のののの被保険者数の被保険者数の被保険者数の被保険者数の推移と推移と推移と推移と将来推計将来推計将来推計将来推計（数表）（数表）（数表）（数表）    
 第５期 第６期平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年総人口 234,019 234,090 234,011 234,256 234,445 234,507 233,968 230,599高齢化率 23.1% 24.1% 25.1% 25.8% 26.3% 26.7% 27.4% 28.2%第２号被保険者 40歳～65歳未満 81,886 81,809 81,567 81,817 82,043 82,398 83,174 82,595第１号被保険者 前期（65～75歳未満） 28,897 30,253 31,761 32,354 32,265 31,856 30,617 25,618後期（75歳以上） 25,054 26,097 26,987 27,998 29,419 30,747 33,562 39,524計 53,951 56,350 58,748 60,352 61,684 62,603 64,179 65,142被保険者計 135,837 138,159 140,315 142,169 143,727 145,001 147,353 147,737

参考
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（２）要介護（要支援）認定者の将来推計 要介護・要支援認定者数については、平成 29 年（2017 年）が 12,519 人（平成 26年（2014年）から 15％増）、平成 37 年（2025 年）が 16,216 人（平成 26 年（2014 年）から 49％増）と見込まれる。 図表図表図表図表 1111----6666    要介護・要支援認定者数要介護・要支援認定者数要介護・要支援認定者数要介護・要支援認定者数の推移と将来推計の推移と将来推計の推移と将来推計の推移と将来推計    

 ※ 平成 24 年～26 年は実績、平成 27 年以降は推計（各年９月末現在）である。                  

1,853 2,093 2,235 2,292 2,382 2,485 2,773 3,126 1,433 1,505 1,624 1,713 1,810 1,910 2,119 2,432 2,046 2,219 2,212 2,245 2,302 2,360 2,551 2,886 1,300 1,389 1,501 1,608 1,741 1,873 2,203 2,522 1,047 1,105 1,179 1,246 1,336 1,425 1,699 1,991 
1,059 1,059 1,110 1,154 1,212 1,277 1,456 1,672 
907 978 1,022 1,062 1,128 1,189 1,339 1,587 

02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

要介護5要介護4要介護3要介護2要介護1要支援2要支援1
9,645 10,348 10,883 11,320 11,911 12,519 14,140 16,216（人）
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  本市の高齢者の現状と対応課題については、要介護・要支援認定者の有無や家族構成、高齢者ニーズ調査などにより整理すると、図表 1-7 のとおりである。  図表図表図表図表 1111----7777    高齢者の現状と対応課題高齢者の現状と対応課題高齢者の現状と対応課題高齢者の現状と対応課題                                        

２ 高齢者の現状と対応課題 
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  （１）日常生活圏域の現況 本市では、まちづくり活動等に基づく 7 つの地域割が定着していることや、その地域割に依拠して基盤整備等を推進してきた経緯、さらに人口規模や社会的条件等を総合的に勘案し、7つの地域を「日常生活圏域」と設定している。 今後も、圏域における高齢者の実態把握や地域ケアの充実に努め、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう基盤整備を図っていく。  
 

 

 

 

 

 

    

３ 日常生活圏域の現況 

西谷地域包括 支援センター 

花屋敷地域包括支援センター 

小林地域包括 支援センター 逆瀬川地域包括支援センター 
御殿山地域包括 支援センター 

北部地域 
※住民基本台帳（平成 26年 7月末日現在） ※要介護・要支援認定者数は第 2号被保険者を含まない （平成 26年 7月末日現在） ★：地域包括支援センター 

◆人口 32,168 人 ◆65 歳以上人口 7,841 人 ◆高齢化率 24.4% ◆要介護・要支援認定者数  1,546 人 ◆認定率 19.7% 
第４ブロック第４ブロック第４ブロック第４ブロック    ◆人口 41,105 人 ◆65 歳以上人口 11,044 人 ◆高齢化率 26.9% ◆要介護・要支援認定者数  2,111 人 ◆認定率 19.1% 

第１ブロック第１ブロック第１ブロック第１ブロック    
◆人口 2,760 人 ◆65 歳以上人口 1,024 人 ◆高齢化率 37.1% ◆要介護・要支援認定者数  225 人 ◆認定率 22.0% 
第７ブロック第７ブロック第７ブロック第７ブロック    

◆人口 39,316 人 ◆65 歳以上人口 6,852 人 ◆高齢化率 17.4% ◆要介護・要支援認定者数1,131 人 ◆認定率 16.5% 
第５ブロック第５ブロック第５ブロック第５ブロック    ◆人口 47,773 人 ◆65 歳以上人口 13,710 人 ◆高齢化率 28.7% ◆要介護・要支援認定者数  2,378 人 ◆認定率 17.3% 

第２ブロック第２ブロック第２ブロック第２ブロック    
◆人口 29,931 人 ◆65 歳以上人口 8,582 人 ◆高齢化率 28.7% ◆要介護・要支援認定者数  1,408 人 ◆認定率 16.4% 
第６ブロック第６ブロック第６ブロック第６ブロック    

★ ★ ★ ★ ★ 
★ 

★ 
小浜地域包括 支援センター 

長尾地域包括 支援センター 
◆人口 40,927 人 ◆65 歳以上人口 9,246 人 ◆高齢化率 22.6% ◆要介護・要支援認定者数 1,666人 ◆認定率 18.0% 
第３ブロック第３ブロック第３ブロック第３ブロック    図表図表図表図表 1111----8888    日常生活圏域の概要日常生活圏域の概要日常生活圏域の概要日常生活圏域の概要    
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（２）日常生活圏域別高齢者等の現況  各ブロックの高齢者の現状については、宝塚市「日常生活圏域ニーズ調査」（平成 26年（2014年）6月実施）の結果によると、以下のとおりである。   

             

市全体 第１ブロック 第２ブロック 第３ブロック 第４ブロック 第５ブロック 第６ブロック 第７ブロック一人暮らしの割合 今回(H26) 22.2％ 25.1％ 23.0％ 25.8％ 25.5％ 19.9％ 21.6％ 12.9％前回(H23) 22.9％ 26.5％ 24.4％ 24.5％ 26.3％ 19.1％ 23.7％ 13.9％一人暮らし世帯を除く 今回(H26) 51.4％ 53.8％ 57.9％ 56.9％ 49.8％ 52.7％ 51.1％ 35.4％２人世帯の割合 前回(H23) 53.6％ 55.9％ 59.9％ 59.1％ 54.1％ 51.5％ 58.9％ 32.8％持ち家率 今回(H26) 81.5％ 80.4％ 77.5％ 84.6％ 72.9％ 79.6％ 89.4％ 86.0％前回(H23) 79.3％ 77.1％ 76.3％ 82.2％ 72.2％ 78.4％ 84.7％ 85.2％介助・介護を必要と 今回(H26) 70.5％ 70.0％ 73.0％ 69.3％ 71.3％ 69.2％ 75.8％ 63.7％しない割合 前回(H23) 71.1％ 68.1％ 75.9％ 73.4％ 66.3％ 75.2％ 77.2％ 59.7％介助・介護を必要と 今回(H26) 17.0％ 17.1％ 16.2％ 17.4％ 16.3％ 16.8％ 14.9％ 21.8％する割合 前回(H23) 16.2％ 16.6％ 13.9％ 16.4％ 20.5％ 13.5％ 12.7％ 20.7％通院の介助の必要 今回(H26) 9.9％ 8.9％ 9.1％ 11.2％ 10.2％ 7.6％ 8.2％ 15.2％性 前回(H23) 12.2％ 12.7％ 8.0％ 12.4％ 13.7％ 9.2％ 10.2％ 21.0％健康と思う割合 今回(H26) 73.1％ 74.9％ 73.5％ 74.6％ 72.0％ 70.8％ 75.0％ 70.4％前回(H23) 76.5％ 74.8％ 81.7％ 76.0％ 70.0％ 75.7％ 80.5％ 76.5％家事のできる割合 今回(H26) 77.5％ 77.0％ 76.1％ 80.0％ 78.2％ 77.2％ 82.0％ 70.7％前回(H23) 76.0％ 75.3％ 79.1％ 78.3％ 72.7％ 80.9％ 80.5％ 63.1％通院している割合 今回(H26) 78.2％ 82.5％ 79.1％ 77.3％ 76.1％ 78.1％ 78.0％ 75.8％前回(H23) 77.4％ 77.8％ 78.2％ 79.9％ 78.3％ 77.5％ 76.3％ 73.0％週１回以上外出する 今回(H26) 86.8％ 87.3％ 87.2％ 87.3％ 89.7％ 88.7％ 88.1％ 78.0％割合 前回(H23) 86.6％ 88.5％ 88.9％ 87.8％ 88.0％ 89.2％ 91.3％ 69.9％外出を控えている 今回(H26) 23.5％ 23.5％ 22.5％ 25.4％ 21.6％ 25.0％ 20.3％ 26.6％割合 前回(H23) 25.6％ 25.6％ 20.2％ 29.6％ 30.2％ 23.3％ 22.1％ 29.0％昨年と比べて外出 今回(H26) 29.8％ 32.3％ 29.7％ 31.2％ 28.7％ 30.5％ 27.3％ 28.8％回数が減っている割合 前回(H23) 34.0％ 34.2％ 30.6％ 35.8％ 39.5％ 35.0％ 28.4％ 34.7％町内会・自治会に参加 今回(H26) 29.6％ 23.3％ 20.0％ 19.4％ 29.8％ 31.6％ 32.0％ 55.1％している割合 前回(H23) － － － － － － － －見守りが必要な高齢者 今回(H26) 7.7％ 7.6％ 6.8％ 5.1％ 4.1％ 5.5％ 5.9％ 14.5％の支援に参加する割合 前回(H23) － － － － － － － －収入のある仕事を持つ 今回(H26) 20.4％ 19.8％ 19.6％ 17.1％ 18.3％ 20.8％ 19.1％ 29.3％割合 前回(H23) 16.9％ 15.7％ 16.7％ 14.5％ 17.8％ 18.4％ 17.1％ 18.5％趣味を持つ割合 今回(H26) 82.2％ 81.3％ 83.8％ 80.6％ 80.0％ 80.5％ 87.7％ 80.4％前回(H23) 80.4％ 78.2％ 84.7％ 81.5％ 73.7％ 80.9％ 87.6％ 75.3％いきがいを持つ割合 今回(H26) 81.0％ 79.5％ 82.2％ 81.7％ 76.4％ 80.8％ 84.3％ 82.3％前回(H23) 77.9％ 76.4％ 77.7％ 80.4％ 70.2％ 81.4％ 81.7％ 77.6％今回(H26) N=3059 N=434 N=444 N=449 N=436 N=452 N=472 N=372前回(H23) N=2905 N=445 N=431 N=433 N=410 N=408 N=426 N=352資料：前回調査－宝塚市「日常生活圏域ニーズ調査」（平成23年6月実施）　　　今回調査－宝塚市「日常生活圏域ニーズ調査」（平成26年6月実施）
仕事・趣味等 サンプル数

項　目家族・住居介助・介護健康状況外出の状況地域活動

図表図表図表図表 1111----9999    日常生活圏域日常生活圏域日常生活圏域日常生活圏域ニーズ調査結果ニーズ調査結果ニーズ調査結果ニーズ調査結果の概要の概要の概要の概要    
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 本市では、第５期計画において『健康で、安心して自分らしくいきいきと暮らし続けられるまち宝塚』を目指し、「①自分らしくいきいきと暮らせる高齢者の生きがいづくり」、「②住みなれた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築」、「③高齢者を支える地域ネットワークづくり」の３つの基本方針の下に、事業を展開してきた。  図表図表図表図表 1111----10101010    前期計画における取り組みと今後の課題前期計画における取り組みと今後の課題前期計画における取り組みと今後の課題前期計画における取り組みと今後の課題    前期計画における事業 取り組み 今後の課題 ①①①①自分自分自分自分らしくいきいきと
らしくいきいきと
らしくいきいきと
らしくいきいきと暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる    

高齢者高齢者高齢者高齢者ののののいいいいきがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり    
ア高齢者のいきがア高齢者のいきがア高齢者のいきがア高齢者のいきがいづくりの促進いづくりの促進いづくりの促進いづくりの促進    ・生涯学習・スポーツ等の推進、老人クラブ活動やボランティア活動の推進など ・多様な場への高齢者の社会参画のより一層の促進 ・高齢者のニーズに沿った生涯学習・スポーツ等のメニュー開発や魅力向上 ・地域貢献活動への参加意欲の喚起 イ健康づくり・イ健康づくり・イ健康づくり・イ健康づくり・    介護予防の推進介護予防の推進介護予防の推進介護予防の推進    ・運動習慣の定着化やバランスのとれた食生活の普及・啓発 ・高齢者が地域で自立し、はつらつとした生活を送れるよう、各種介護予防事業の実施 ・生活習慣病の予防、疾病の早期発見・早期治療、介護予防事業との連携による健康づくり活動の推進 ・新しい介護予防・日常生活支援総合事業への円滑な移行・実施に向けた取組 ②②②②住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けられるけられるけられるけられる生活支援体制生活支援体制生活支援体制生活支援体制    

のののの構築構築構築構築    ア在宅生活を支えア在宅生活を支えア在宅生活を支えア在宅生活を支える多様な支援のる多様な支援のる多様な支援のる多様な支援の充実充実充実充実    
・生活援助等サービス事業や、介護ファミリーサポートセンター事業、緊急通報システム事業などの事業の実施 ・地域支援事業（任意事業）での徘徊高齢者家族支援サービス、在宅高齢者介護手当支給事業、地域自立生活支援事業、成年後見制度利用支援事業及び地域自立生活支援事業（配食サービス）の実施 

・新たに制度化された生活支援・介護予防の体制整備の推進による支援体制の充実強化 ・地域全体での多様な主体による サービス提供の推進 
イ認知症支援策のイ認知症支援策のイ認知症支援策のイ認知症支援策の推進推進推進推進    ・認知症フォーラムの開催、リーフレットやパンフレットを活用した周知 ・認知症サポーター養成講座の開催 ・認知症に対する理解、認知症の早期発見・早期対応、見守り体制の整備、医療と介護の連携の構築など ウ高齢者にふさわウ高齢者にふさわウ高齢者にふさわウ高齢者にふさわしい住まい・まちしい住まい・まちしい住まい・まちしい住まい・まちづくりづくりづくりづくり    ・高齢者に配慮した住まい・施設の普及、住宅のバリアフリー化などへの支援 ・住宅のバリアフリー化の推進 ・福祉のまちづくり条例等に基づく、安全かつ円滑に移動できる快適な歩行空間整備の推進 

 

 

 

 

 

１ 高齢者福祉計画の達成状況と評価 

 

 
第２章 計画の達成状況と課題 
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前期計画における事業 取り組み 今後の課題 ③③③③高齢者高齢者高齢者高齢者をををを支支支支えるえるえるえる地域地域地域地域ネットワークづくり
ネットワークづくり
ネットワークづくり
ネットワークづくり    

ア地域包括ケアシア地域包括ケアシア地域包括ケアシア地域包括ケアシステムの推進ステムの推進ステムの推進ステムの推進    
・総合的な相談や支援、介護予防ケアマネジメント、虐待防止に関する相談や権利擁護事業、ケアマネジャーへの支援や地域ネットワークづくり ・総合相談への対応と問題発生の防止のための地域でのネットワークの構築 ・宝塚市地域包括支援センター等運営協議会の開催による地域密着型サービスの適正な運営・評価 

・各包括支援センターの機能強化、今後担うべき役割等の明確化 ・地域包括支援センターを中核とするネットワークを構築するための地域ケア会議などによる地域づくり ・医療と介護の連携による継続的・包括的な支援 
イ高齢者の権利擁イ高齢者の権利擁イ高齢者の権利擁イ高齢者の権利擁護の推進護の推進護の推進護の推進    ・成年後見制度利用支援事業や市社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の実施 ・「高齢者虐待防止ネットワーク会議」の設置による関係団体の連携、地域への虐待予防に関する啓発・周知 ・継続した取組の実施 ・高齢者の虐待防止、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護や支援 ・関係者間の連携  図表図表図表図表 1111----11111111    地域包括支援センターの機能地域包括支援センターの機能地域包括支援センターの機能地域包括支援センターの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター等運営協議会（市に設置）地域包括支援センター等運営協議会（市に設置）地域包括支援センター等運営協議会（市に設置）地域包括支援センター等運営協議会（市に設置）    支援・チェック 
 

地域包括支援センター 

社会福祉士 
  保健師等 チームアプローチ （３職種が連携・協力して事業を実施） 

相談者の状況の把握 支援方針・計画決定 関係者調整・支援開始※ﾈｯﾄﾜｰｸを活用し、支援   を実施する 支援結果評価・見直し 
事業内容事業内容事業内容事業内容 ① 介護予防ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務 ② 総合相談支援業務 ③ 権利擁護業務 ④ 包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務 
総合相談窓口総合相談窓口総合相談窓口総合相談窓口    ※相談を総合的に受け止め、 必要なサービスにつなぐ 

利用者利用者利用者利用者・・・・地域住民地域住民地域住民地域住民    

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける多様多様多様多様なななな社会資源社会資源社会資源社会資源をネットワークをネットワークをネットワークをネットワーク化化化化    ※介護サービス事業者、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、医療機関、福祉関係者、ＮＰＯ法人、民生委員、社会福祉協議会等 
ﾈｯﾄﾜｰｸ構築・開発 様々な観点からの 相談・ニーズの把握 

主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 
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    （１）介護サービス等利用状況 本市の介護サービスの受給者は、平成 25 年（2013 年）10 月実績で 8,440 人、うち在宅サービスが 7,128 人、施設サービスが 1,312 人となっている。     

                     

２ 第５期介護保険事業計画の達成状況と評価 

図表図表図表図表 1111----12121212    介護サービス受給者数推移（各年介護サービス受給者数推移（各年介護サービス受給者数推移（各年介護サービス受給者数推移（各年 10101010 月実績）月実績）月実績）月実績）    

757 825 927 975 1,057 1,165 1,163 1,228 1,264 1,284 1,321 1,318 1,334 1,312 1,803 2,363 2,924 3,495 3,992 4,380 4,474 4,735 5,002 5,337 5,722 6,199 6,645 7,128
2,560 3,188 3,851 4,470 5,049 5,545 5,637 5,963 6,266 6,621 7,043 7,517 7,979 8,440 

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

(人）

施設サービス 在宅サービス 合計
※ 地域密着型サービス受給者は、在宅サービスに含んでいる。
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（２）介護サービス給付状況 本市の標準給付費の推移をみると、サービス利用の増加に伴い、年々増加する傾向にある。平成 23 年度（2011 年度）から平成 24 年度（2012 年度）にかけて 10億円以上増加したのに対して、平成 24年度（2012 年度）から平成 25年度（2013 年度）にかけて 7.9億円増加している。                                                                  （３）サービス種別被保険者１人当たりの給付月額（対全国、兵庫県比較） 被保険者１人当たりの給付月額をサービス種類別にみると、特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）が全国や兵庫県平均と比べて高く、施設サービスを除けば、本市で3番目となっている。                 

図表図表図表図表 1111----13131313    介護サービス等標準給付費の推移（宝塚市）介護サービス等標準給付費の推移（宝塚市）介護サービス等標準給付費の推移（宝塚市）介護サービス等標準給付費の推移（宝塚市） 

05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハ 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハ 短期入所 福祉用具貸与 福祉用具購入 住宅改修 特定施設 介護予防・居宅介護支援

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護

認知症通所介護 小規模多機能 グループホーム 地域密着特定施設 地域密着特養 複合型サービス 特別養護老人ホーム
老人保健施設 療養病床

（円） サービス種類別第１号被保険者１人当たり給付月額（平成サービス種類別第１号被保険者１人当たり給付月額（平成サービス種類別第１号被保険者１人当たり給付月額（平成サービス種類別第１号被保険者１人当たり給付月額（平成26年年年年6月）月）月）月）

全国 兵庫県 宝塚市

24.4 31.0 34.3 36.1 37.7 38.2 35.5 37.2 38.5 41.3 41.9 41.5 43.1 43.0 15.6 23.1 29.5 36.0 41.0 44.1 45.7 49.0 52.3 57.8 63.0 68.9 76.0 83.6 
0.1 0.6 0.9 1.9 2.8 3.6 4.7 5.1 5.4 5.9 6.7 8.4 9.2 9.3 

0.6 1.2 1.51.6 1.7 3.1 5.8 6.0 6.4 6.9 8.0 8.3 9.0 9.3

0102030
40506070
8090100110
120130140150
160

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

(億円) その他（高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、特定入所者介護サービス費等給付額、審査支払手数料）地域密着型サービス費在宅サービス費施設サービス費
40.840.840.840.8 56.056.056.056.0 66.166.166.166.1 75.475.475.475.4 83.283.283.283.2 88.888.888.888.8 91.891.891.891.8 97.397.397.397.3 102.5102.5102.5102.5 111.8111.8111.8111.8 119.6119.6119.6119.6 127.1127.1127.1127.1 145.2145.2145.2145.2137.3137.3137.3137.3

図表図表図表図表 1111----14141414    サービス種類第１号被保険者１人当たり給付月額（平成サービス種類第１号被保険者１人当たり給付月額（平成サービス種類第１号被保険者１人当たり給付月額（平成サービス種類第１号被保険者１人当たり給付月額（平成 26262626 年年年年 6666 月実績）月実績）月実績）月実績） 
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   高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において生活できるよう、①介護、②予防、③医療、④生活支援サービス、⑤住まいの５つを一体化して提供していく「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組が第５期計画から始まっている。 第６期計画においては、この取組を継承・発展させ、在宅医療・介護連携の推進等の新しい地域支援事業や新しい総合事業に積極的に取り組み、「地域包括ケアシステム」の構築に向けた地域づくりを本格化させていく必要がある。 本計画では、本市が取り組んできた内容を継承し、制度改正に伴う新たな事業を展開しながら、本市の地域包括ケアシステムの構築をめざすものである。 計画の基本理念は、これまでの計画の基本理念である「健康で、安心して自分らしくいき健康で、安心して自分らしくいき健康で、安心して自分らしくいき健康で、安心して自分らしくいきいきと暮らし続けられるまち宝塚いきと暮らし続けられるまち宝塚いきと暮らし続けられるまち宝塚いきと暮らし続けられるまち宝塚」を継承する。 
   

1 計画の基本理念と基本方針 

 

 
第３章 計画の基本的な考え方 

１ 自分らしくいきいきと暮らせる高齢者のいきがいづくり  
３ 高齢者を支える地域ネットワークづくり 

 ５ 介護保険事業の円滑な運営 
 

〇生活支援サービスなどを効果的に組み合わせて、継続的・総合的な支援を実施していく。   〇高齢者に配慮した住まい・施設の普及を図るとともに、住宅のバリアフリー化への支援や街のバリアフリー化を推進する。 
〇高齢者のいきがいづくり・健康づくりから介護予防までの一貫した取り組みを展開する。 

〇介護サービスなどの基盤整備を行うとともに、かかりつけ医やケアマネジャー、介護サービス事業者、行政関係者などの連携や、人と人とのふれあいや地域社会での助け合いによって、「高齢者の見守り」をはじめ、高齢者とその家族を支える地域ネットワークづくりを推進する。 〇介護が必要になっても地域で安心して快適な生活が送れるよう、地域密着型などの介護サービスを提供し、適切な基盤整備を行う。  〇小規模多機能型居宅介護と訪問介護など、複数の居宅・地域密着型サービスを組み合わせて提供できる新たな介護サービスの導入を促進する。 〇介護保険サービスの量と質の確保に努めるとともに、介護保険事業を円滑に運営するために、介護給付の適正化、低所得者への支援及び事業者への適正な指導監督などを行う。 
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図図図図 1111----15 15 15 15     計画の基本理念と基本方針計画の基本理念と基本方針計画の基本理念と基本方針計画の基本理念と基本方針    

４ 安心して快適な生活が送れる介護サービス基盤の 整備 

２ 住み慣れた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築 
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２ 計画の体系 
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◆高齢者が、健康でいきいきと、その人らしく、いきがいを持って活躍できるよう支

援する。 

      

  (1)市民の健康づ く り の 推進      (2)新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施 
 

    (2)社会参加の促進     

  (1)生涯学習等の推進     

 

 

第２編 高齢者福祉計画 

第１章 自分らしくいきいきと暮らせる高齢者のいきがいづくり 

アアアア    生涯学習機会の提供生涯学習機会の提供生涯学習機会の提供生涯学習機会の提供    ・高齢者のニーズに沿った生涯学習・スポーツ等のメニュー開発や参加の魅力向上を図りつつ、老人福祉センター（フレミラ宝塚）等における各種の講座・教室への参加促進 イイイイ    運動を通じた“集う場”活動の支援運動を通じた“集う場”活動の支援運動を通じた“集う場”活動の支援運動を通じた“集う場”活動の支援    ・住民主体で運営する「いきいき百歳体操」の普及及び活動の継続を支援するサポーターの役割を担う者の育成 アアアア    老人クラブ活動の促進老人クラブ活動の促進老人クラブ活動の促進老人クラブ活動の促進    ・周知・啓発や地域貢献活動としての参加促進と加入率向上 イイイイ    ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進    ・ボランティア活動センターや老人福祉センターの講座の充実により、ボランティアの育成を支援 ・ボランティア活動に参加する機会を拡大・充実することができるよう、ボランティア活動センターや老人福祉センターとの連携 ウウウウ    異世代間交流の場づくりの推進異世代間交流の場づくりの推進異世代間交流の場づくりの推進異世代間交流の場づくりの推進    ・まちづくり協議会・自治会活動やＮＰＯ活動と連携し、地域の中での展開を推進 ・宝塚市社会福祉協議会と連携しながら、「いきいきふれあいサロン」の立ち上げや運営支援 アアアア    「健康たからづか「健康たからづか「健康たからづか「健康たからづか 21212121（第２次）（第２次）（第２次）（第２次）」活動の継続的取組」活動の継続的取組」活動の継続的取組」活動の継続的取組    ・「健康たからづか 21（第２次）」に基づく健康づくりの推進 ・健康づくり教室や健康相談の展開、体操メニューの普及啓発及び介護予防事業の推進 イイイイ    健康づくり推進員活動の充実健康づくり推進員活動の充実健康づくり推進員活動の充実健康づくり推進員活動の充実    ・今後も事業の充実を図り、健康づくり推進員との協働による積極的な健康づくりの推進 アアアア    一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業    ・（ｱ）介護予防把握事業（ｲ）介護予防普及啓発事業 （ｳ）地域介護予防活動支援事業（ｴ）一般介護予防事業評価事業（ｵ）介護予防事業（介護予防・日常生活支援総合事業への移行までの期間）の実施 

２ 健康づくり・介護予防の推進 

１ 高齢者のいきがいづくりの促進 
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◆高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしく安心して生活することができる環境づく

りを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 認知症支援策の推進 

 (1)認知症予防と理解の促進     

 

 
第２章 住み慣れた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築 

・介護予防教室や健康教室等の実施 ・地域包括支援センターでの相談や市における「もの忘れ相談」等、認知症の相談窓口の周知 ・認知症に対する正しい理解の浸透や認知症の早期発見・早期対応につながるよう、パンフレットの配布、認知症講座、認知症サポーター養成講座等の実施 

１ 在宅生活を支える  
多様な支援の充実 

○生活支援サービス○生活支援サービス○生活支援サービス○生活支援サービス    自立支援自立支援自立支援自立支援    （ア）生活援助等サービス事業、（イ）短期入所事業、（ウ）緊急通報システム事業、（エ）日常生活用具等給付事業、（オ）介護ファミリーサポートセンター事業、（カ）住宅改造資金助成事業 在宅高齢者支援（要介護４・５）在宅高齢者支援（要介護４・５）在宅高齢者支援（要介護４・５）在宅高齢者支援（要介護４・５）    （キ）ねたきり高齢者マッサージサービス事業、（ク）福祉タクシー料金助成・リフト付タクシー料金助成、（ケ）訪問理美容サービス事業  ○地域支援事業（任意事業）○地域支援事業（任意事業）○地域支援事業（任意事業）○地域支援事業（任意事業）    （ア）家族介護支援事業（徘徊高齢者家族支援サービス、在宅高齢者介護手当支給事業）、（イ）地域自立生活支援事業（シルバーハウジング生活援助員派遣事業、配食サービス）、（ウ）成年後見制度利用支援事業、（エ）高齢者見守りネットワーク事業（安心キット配布事業）  

(2)認知症の早期発見・早期対応 
 

・早期発見後、早期の診断につなげるため、県が指定・設置している認知症疾患医療センターやかかりつけ医などの、医療機関との連携体制の強化 

 (5)若年性認知症の支援 
 

・早期発見、早期対応等に関する正しい知識の普及啓発 ・悩みや心配事などの相談と医療機関や家族会、利用できるサービスに関する情報提供など、適切な支援 ・行政、医療機関、地域包括支援センター、介護保険事業所等、関係機関の連携体制の整備 

 (3)認知症ケアネッ ト（ケ アパス）の作成 
 

・地域の医療機関や介護サービス事業者の情報や、認知症の進行状況に応じた支援内容などを示す「認知症ケアネット（ケアパス）」の作成 ・「認知症ケアネット（ケアパス）」の効果的な運用のあり方について、関係機関との連携による検討  (4)認知症高齢者の見守り・支援 
 

・認知症サポーター養成講の実施や認知症サポーターや認知症キャラバンメイトの育成 ・地域ケア会議等を通じた、地域の見守り、ネットワークづくりの推進、徘徊高齢者家族支援サービス事業、成年後見制度、家族会などの利用などによる家族の介護負担の軽減 
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◆高齢者のニーズや状態の変化に応じて、必要なサービスが切れ目なく提供されるよ

うに、様々なサービスの地域連携体制づくりを進める。 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   (1)地域包括支援センターの充実        (2)地域で支え合う仕組みづくり 
 

  (3)医療と介護の連携 
 

 

 
第３章 高齢者を支える地域ネットワークづくり 

３ 安心して住み続けら
れる住まい・まちづくり 

(1)住まい環境の向上 
 

・・・・高齢者に配慮した住まい・施設の普及、住宅改造資金助成事業を通じた住宅のバリアフリー化などの支援 

１ 高齢者を支える地域ネットワークづくり 

アアアア    地域支援センターの充実地域支援センターの充実地域支援センターの充実地域支援センターの充実    ・地域の状況を勘案した適切な配置の検討や地域包括支援センターが果たすべき役割の明確化による体制強化 ・職員の資質の向上、地域の総合相談窓口としての存在をより一層地域住民へ周知 イイイイ    地域包括支援センター運営協議会、地域ケア会議の充実地域包括支援センター運営協議会、地域ケア会議の充実地域包括支援センター運営協議会、地域ケア会議の充実地域包括支援センター運営協議会、地域ケア会議の充実    ・地域包括支援センター運営協議会や地域ケア会議の継続開催による事例検討や、地域課題の発見・解決 ・各関係機関、参加者の質の向上 アアアア    地域における見守りネットワークの充実地域における見守りネットワークの充実地域における見守りネットワークの充実地域における見守りネットワークの充実    ・地域住民、自治会・まちづくり協議会・民生児童委員などの市民活動団体、行政、社会福祉協議会、福祉事業関係者などによるネットワークの充実 イイイイ    地域における支え合いの仕組みづくり地域における支え合いの仕組みづくり地域における支え合いの仕組みづくり地域における支え合いの仕組みづくり    ・地域住民や市民活動団体、市社会福祉協議会、行政等が連携・協働する仕組みづくり ウウウウ    生活支援コーディネーターの配置生活支援コーディネーターの配置生活支援コーディネーターの配置生活支援コーディネーターの配置    ・生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の  配置とその活動支援 ・各地域におけるコーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化を図る場（協議体）の設置 アアアア    在宅医療・介護連携推進事業の実施在宅医療・介護連携推進事業の実施在宅医療・介護連携推進事業の実施在宅医療・介護連携推進事業の実施    ・医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携をめざした「在宅医療・介護連携推進事業」の実施 イイイイ    かかりつけ医の普及・啓発かかりつけ医の普及・啓発かかりつけ医の普及・啓発かかりつけ医の普及・啓発 ・健康増進や病気の早期発見に取り組めるよう、「かかりつけ医」普及・啓発 

(2)福祉のまちづくりの推進 ・・・・バリアフリー化の促進 ・・・・「福祉のまちづくり条例」に基づいた指導 ・・・・道路、公共交通機関などにおける快適な歩行空間の整備 (3) 災 害 時 に おける高齢者支援体制の確立 ・・・・関係機関との連携による「宝塚市災害時要援護者支援指針」の普及 ・・・・地域自らが地域内の災害時要援護者を支援する個別支援計画の作成 ・災害時に機能する支援体制づくりの推進  
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 (1)成年後見制度等の利用支援 
 (2)権利擁護に関する体制の充実 
 (3)高齢者虐待防止の普及・啓発 

２ 高齢者の権利擁護の推進 
・成年後見制度利用支援事業の継続 ・市長による申立ての実施や、生活保護受給者等へ申立て費 用の助成制度の利用困難者への資産や貯蓄等に応じた報酬の助成 ・日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の利 用促進 ・権利擁護支援センター機能の発揮 ・成年後見制度を支える担い手になりうるよう、市民後見人の養成と法人後見制度の体制整備の検討 ・市民後見人を支援及び監督できる体制整備の検討 ・高齢者虐待防止ネットワーク会議による権利擁護 ・関係団体や関係機関等と連携、協力体制の推進 ・高齢者虐待の防止、早期発見及び見守り支援等に資する広報・啓発 
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  ■国・県の基本方針を前提とし、今後の高齢者数推計、給付実績及びアンケート調査等を反映しつつ、介護サービス利用者数・給付量を推計する。 ■兵庫県の策定指針を前提とし、現在の整備状況や今後の高齢化等の推移を踏まえながら、負担（保険料）と給付のバランスを考慮し、高齢者が住み慣れた地域での生活を維持できるよう、整備目標量を設定する。 ■特に住み慣れた地域での生活の継続の環境づくりを促進するため、重点的に小規模多機能型居宅介護事業所の整備や定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備目標量を設定する。 図表図表図表図表 3333----1111    介護サービス等介護サービス等介護サービス等介護サービス等利用者見込み数（月平均）利用者見込み数（月平均）利用者見込み数（月平均）利用者見込み数（月平均）    区分区分区分区分    平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    施設サービス利用者 1,473 1,519 1,548 居住系サービス利用者 1,059 1,134 1,185 居宅サービス等利用者 6,839 7,217 7,641   居宅サービス利用者 4,269 4,524 4,817   介護予防居宅サービス利用者 2,570 2,693 2,824 介護サービス等利用者合計 9,371 9,870 10,374 ※ 施設サービス利用者：介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は地域密着型老人福祉施設の利用者 ※ 居住系サービス利用者：（介護予防）認知症対応型共同生活介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の利用者 ※ 居宅サービス等利用者：訪問介護等の居宅サービス利用者と施設・居住系を除く地域密着型サービス利用者 ※ 介護予防居宅サービス利用者：居宅サービス等利用者のうち介護予防サービスを受給している利用者  図表図表図表図表 3333----2222    介護予防居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数介護予防居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数介護予防居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数介護予防居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数 介護予防居宅サービス介護予防居宅サービス介護予防居宅サービス介護予防居宅サービス    平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    介護予防訪問介護 利用者数 （人/月） 1,521 1,594 836 介護予防訪問入浴介護 利用者数 （人/月） 0 0 0 利用回数 （回/月） 0 0 0 介護予防訪問看護 利用者数 （人/月） 126 132 139 利用回数 （回/月） 785 796 838 介護予防訪問リハビリテーション  利用者数 （人/月） 33 34 36 利用回数 （回/月） 337 348 370 介護予防通所介護 利用者数 （人/月） 1,262 1,377 745 介護予防通所リハビリテーション 利用者数 （人/月） 198 207 217 介護予防短期入所生活介護  利用者数 （人/月） 12 12 13 利用日数 （日/月） 70 70 75 介護予防短期入所療養介護  利用者数 （人/月） 2 2 2 利用日数 （日/月） 15 15 15 介護予防福祉用具貸与 利用者数 （人/月） 591 621 653 介護予防居宅介護支援 利用者数 （人/月） 2,540 2,662 2,791 介護予防居宅療養管理指導  利用者数 （人/月） 109 115 121 利用回数 （回/月） 368 389 409 

 

 

第３編 介護保険事業計画 

第１章 介護サービスの見込み量 

（単位：人）    
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図表図表図表図表 3333----3333    居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数居宅サービスの利用者数及び回数（日数）の見込み数 居宅サービス居宅サービス居宅サービス居宅サービス    平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度    平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度    平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度    訪問介護 利用者数 （人/月） 2,059 2,235 2,369 利用回数 （回/月） 45,034 49,573 52,728 訪問入浴介護 利用者数 （人/月） 80 82 87 利用回数 （回/月） 411 429 456 訪問看護 利用者数 （人/月） 830 881 927 利用回数 （回/月） 7,717 8,195 8,626 訪問リハビリテーション 利用者数 （人/月） 225 237 250 利用回数 （回/月） 2,368 2,495 2,632 通所介護 利用者数 （人/月） 2,205 2,323 2,442 利用回数 （回/月） 21,735 22,926 24,127 通所リハビリテーション 利用者数 （人/月） 765 808 851 利用回数 （回/月） 6,255 6,611 6,967 短期入所生活介護 利用者数 （人/月） 478 506 536 利用日数 （日/月） 4,856 5,143 5,451 短期入所療養介護 利用者数 （人/月） 84 91 95 利用日数 （日/月） 548 591 618 福祉用具貸与 利用者数 （人/月） 2,459 2,605 2,749 居宅介護支援 利用者数 （人/月） 4,165 4,386 4,613 居宅療養管理指導 利用者数 （人/月） 1,269 1,344 1,420 利用回数 （回/月） 5,075 5,372 5,674 図表図表図表図表 3333----4444    地域密着型サービス利用者の見込み数地域密着型サービス利用者の見込み数地域密着型サービス利用者の見込み数地域密着型サービス利用者の見込み数 地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス    平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度    平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度    平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度     定期巡回・随時対応型訪問介護看護 利用者数 （人/月） 27 41 52 夜間対応型訪問介護 利用者数 （人/月） 10 10 10 （介護予防）認知症対応型通所介護 利用者数 （人/月） 131(0) 139(0) 146(0) 利用回数 （回/月） 1,205(0) 1,279(0) 1,344(0) （介護予防）小規模多機能居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 利用者数 （人/月） 111(10) 153(14) 198(18) ※（介護予防）認知症対応型通所介護及び（介護予防）小規模多機能居宅介護は予防と介護の合計、(  )内は予防人数 ※看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は、小規模多機能型居宅介護に含めて推計 図表図表図表図表 3333----5555    施設サービス利用者の見込み数施設サービス利用者の見込み数施設サービス利用者の見込み数施設サービス利用者の見込み数    区分区分区分区分    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 911 928 928 介護老人保健施設 507 507 507 介護療養型医療施設 55 55 55 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 29 58 施設サービス利用者合計 1,473 1,519 1,548 
（単位：人）    

（単位：人）    
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図表図表図表図表 3333----6666    居住系サービス利用者の見込み数居住系サービス利用者の見込み数居住系サービス利用者の見込み数居住系サービス利用者の見込み数 区分区分区分区分    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    特定施設入居者生活介護 819 870 921 認知症対応型共同生活介護 240 264 264 居住系サービス利用者合計 1,059 1,134 1,185 図図図図表表表表 3333----7777    特別給付・配食サービスの利用実績と見込み数特別給付・配食サービスの利用実績と見込み数特別給付・配食サービスの利用実績と見込み数特別給付・配食サービスの利用実績と見込み数    平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    815 815 851 886 928 971      （食/月） 平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    18,568 18,971 19,795 20,605 21,576 22,570              

（単位：人）    
（人/月） 
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■地域密着型サービス基盤の整備                      図表図表図表図表 3333----9999    地域密着型サービスの整備計画（平成地域密着型サービスの整備計画（平成地域密着型サービスの整備計画（平成地域密着型サービスの整備計画（平成 27272727～～～～29292929 年度）年度）年度）年度）    日常生活圏日常生活圏日常生活圏日常生活圏域域域域    小規模多機能型小規模多機能型小規模多機能型小規模多機能型    居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護    認知症対応型認知症対応型認知症対応型認知症対応型    共同生活介護共同生活介護共同生活介護共同生活介護    （認知症高齢者（認知症高齢者（認知症高齢者（認知症高齢者 GHGHGHGH））））    認知症対応型認知症対応型認知症対応型認知症対応型    通所介護通所介護通所介護通所介護    地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型    介護老人介護老人介護老人介護老人    福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設    定期巡回随定期巡回随定期巡回随定期巡回随時対応型訪時対応型訪時対応型訪時対応型訪問介護看護問介護看護問介護看護問介護看護    1 ブロック 1 事業所 （登録定員 25 人） 1 事業所 (2 ユニット 18 人) - 1 施設 （定員 29 人） 1 事業所 ２ブロック 1 事業所 （登録定員 25 人） 1 事業所 (2 ユニット 18 人) 1 事業所 （定員３人） ３ブロック 1 事業所 （登録定員 25 人） - - 1 施設 （定員 29 人） 1 事業所 ４ブロック 1 事業所 （登録定員 25 人） - 1 事業所 （定員 12 人） ５ブロック 1 事業所 （登録定員 25 人） 1 事業所 (2 ユニット 18 人) 1 事業所 （定員 12 人） ６ブロック 1 事業所 （登録定員 25 人） - - ７ブロック - - - - - 合計 6 事業所 （登録定員 150 人） 3 事業所 (6 ユニット 54 人) 3 事業所 （定員 27 人） 2 施設 （定員 58 人） 2 事業所   

図表図表図表図表 3333----8888    地域密着型サービス基盤の整備状況図地域密着型サービス基盤の整備状況図地域密着型サービス基盤の整備状況図地域密着型サービス基盤の整備状況図    （平成 26 年 10 月現在）    
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■施設・居住系サービス基盤の整備 
                   図表図表図表図表 3333----11111111    施設・居住系サービス基盤整備計画（平成施設・居住系サービス基盤整備計画（平成施設・居住系サービス基盤整備計画（平成施設・居住系サービス基盤整備計画（平成 27272727 年度～年度～年度～年度～22229999 年度）年度）年度）年度）    種種種種            別別別別    施設数施設数施設数施設数    定員数定員数定員数定員数    特別養護老人ホーム （介護老人福祉施設） 広域型 1  100  158  地域密着型 2  58  介護老人保健施設 -  0 介護療養型医療施設 -  0 認知症高齢者グループホーム 3  54 特定施設入居者生活介護(混合型)  有料老人ホーム -  0  40  軽費老人ホーム（ケアハウス） -  10  サービス付き高齢者向け住宅 1  30  養護老人ホーム -  0   ■サービス付き高齢者向け住宅の整備 サービス付き高齢者向け住宅の整備希望者に対しては特定施設入居者生活介護の指定を受ける よう誘導し、特別養護老人ホームの代替的機能が担えるよう図っていく。                                      図表図表図表図表 3333----12121212    サービス付き高齢者向け住宅の登録状況サービス付き高齢者向け住宅の登録状況サービス付き高齢者向け住宅の登録状況サービス付き高齢者向け住宅の登録状況（平成 27 年１月現在）  兵庫県 宝塚市 登録棟数 233 14 登録戸数 8,518 戸 551 戸 

図表図表図表図表 3333----10101010    施設施設施設施設・・・・居住系サービス基盤の整備状況図居住系サービス基盤の整備状況図居住系サービス基盤の整備状況図居住系サービス基盤の整備状況図    （平成 26 年 10 月現在）    

（単位：人） 
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◆介護や支援が必要になっても可能な限り地域において自立した生活を営むことが

できるための地域包括ケアの推進のために実施する。                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
第２章 地域支援事業 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業

（新しい総合事業） 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けた体制整備 
      (2) 介護予防・生活支援サービス事業 
 

・介護保険制度における地域支援事業の見直しに伴う、介 護予防一般高齢者施策や介護予防二次予防事業対象者施策等の再編成 ・平成 29年（2017年）4 月までに介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）を実施、その間、移行準備期間として、生活支援サービスの基盤整備などの総合事業の体制整備 ・要支援認定者や基本チェックリストにおいて介護予防・生活支援サービス事業が必要と判断された高齢者が、適切な介護予防ケアマネジメントにより、訪問型サービス及び通所型サービス、その他の生活支援サービスが連動したかたちで利用することができるよう、その仕組づくりと環境整備の検討 ・多様な人及び団体が参画した柔軟で効果的な取組や、介護予防に資するための高齢者当事者の支援者活動への参加の促進による高齢者が安心して在宅で生活できるサービスを効果的・効率的に提供するための検討 ・生活支援サービスコーディネーターの設置による地域資源の開発やネットワーク化の取組の検討 (3) 一般介護予防事業 ・一人でも多くの高齢者が介護予防の効果を実感できるよう、住民の自主的な介護予防活動も含め、介護予防の取組を全市的に広めるべく準備の実施  (4) 介護予防事業 （ 介 護 予防・日常生活支 援 総 合 事業への移行までの期間） 
アアアア    介護予防一般高齢者施策介護予防一般高齢者施策介護予防一般高齢者施策介護予防一般高齢者施策    介護予防事業に関する知識の普及啓発や地域における自 主的な介護予防に資する活動の育成支援 ａ．介護予防普及啓発事業ａ．介護予防普及啓発事業ａ．介護予防普及啓発事業ａ．介護予防普及啓発事業        冊子やチラシによる啓発、介護予防に関心のある地域のグ ループに対する介護予防に関する講座の実施 ｂ．地域介護予防活動支援事業ｂ．地域介護予防活動支援事業ｂ．地域介護予防活動支援事業ｂ．地域介護予防活動支援事業        介護予防事業に関わるボランティア等の人材育成や、地域 活動組織の育成支援の継続推進 ｃ．いきいき百歳体操ｃ．いきいき百歳体操ｃ．いきいき百歳体操ｃ．いきいき百歳体操    住民主体の介護予防活動「いきいき百歳体操」の実施及 び地域での主体的・継続的な介護予防活動に向けた支援 
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                ３ 

任
意

事
業

 

 介護家族の支援や高齢者の地域での自立した日常生活を支援するための事業 ･徘徊高齢者家族支援サービス ・在宅高齢者介護手当支給事業 ･地域自立生活支援事業（ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ生活援助員派遣事業） ･成年後見制度利用支援事業 ･地域自立生活支援事業（配食サービス） 

２ 

包
括

的
支

援
事

業
 

 (1)介護予防ケアマネジメント事業   (2)総合相談支援事業 
 (3)権利擁護事業 (4)  
 

･要支援の認定を受けた高齢者に対する予防給付に関するケアマネジメントを実施 ・  ・地域におけるボランティア団体、保健・医療・福祉関係者とのネットワークづくり ・高齢者の心身の状態や生活環境等の実態調査 ・各種サービスの情報提供や利用支援及び初期相談から継続的な相談活動 ･高齢者虐待の防止、早期発見及び見守り支援等の広報、啓発 ･成年後見制度の普及啓発や権利擁護のための支援 ・ケアマネジャーへの助言やネットワークづくり、地域における保健・医療・福祉・ボランティア・ＮＰＯ等の社会資源との連携、協力体制の整備など包括的・継続的なケア体制の構築 
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 ■３か年の介護保険給付費の見込み 図図図図表表表表 3333----13131313    平成平成平成平成 27272727 年度～平成年度～平成年度～平成年度～平成 29292929 年度の介護保険給付費の見込み年度の介護保険給付費の見込み年度の介護保険給付費の見込み年度の介護保険給付費の見込み    項 目 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 合計  介護給付費 ① 14,652,070 15,671,999 16,571,924 46,895,993  予防給付費 ② 1,510,049 1,608,166 1,187,212 4,305,427  一定以上所得者の利用者負担の見直しに 伴う財政影響額 ③ 128,351 208,130 214,359 550,841  特定入所者介護サービス費等給付額 ④ 506,808 483,627 479,107 1,469,542  高額介護サービス費等給付額 ⑤ 300,384 330,420 363,456 994,260  高額医療合算介護サービス費等給付額 ⑥ 54,900 63,132 72,600 190,632  審査支払手数料 ⑦ 14,121 18,928 20,368 53,418 標準給付費（①+②－③+④+⑤+⑥+⑦） 16,909,981 17,968,142 18,480,308 53,358,431 地域支援事業費 358,726 381,091 804,106 1,543,923 財政安定化基金償還金 76,067 76,067 76,067 228,200 
     市特別給付費 88,035 92,183 96,429 276,647  ○第 5 期計画中に財政安定化基金より借入を行ったため、第 6 期計画中の財政安定化基金償還金は 3年間で 228,200千円となっている。  ■財源構成  第 6 期から被保険者の保険料のうち、原則として 22％を第 1 号被保険者、28％を第 2 号被保険者が負担することになった。標準的な介護給付費の財源構成を示したものが、図表 3-14である。 図表図表図表図表 3333----14141414    第第第第 5555 期、第期、第期、第期、第 6666 期における介護給付費の財源構成期における介護給付費の財源構成期における介護給付費の財源構成期における介護給付費の財源構成    内訳 第５期 第６期 総事業費 標準給付費 

保険料 ５０％ 第 1号被保険者保険料 （65 歳以上の被保険者の保険料） 21.0％ 22.0％ 第 2号被保険者保険料 （40 歳以上 65 歳未満の被保険者の保険料） 29.0％ 28.0％ 公費 ５０％ 国 調整交付金※1 5.0％ 5.0％ 負担金 20.0％ （15.0％）※2 20.0％ （15.0％）※2 兵庫県 負担金 12.5％ （17.5%）※2 12.5％ （17.5%）※2 宝塚市 負担金 12.5％ 12.5％ 利用者負担（総事業費の 10％、一定所得以上の場合は 20％） ※１ 後期高齢者数や高齢者の所得水準は市町村でばらつきがある。そのため第 1 号保険料率は市町村間で格差があり、それを調整するために国から交付されるもの。 ※２ （  ）内は、施設サービス給付費の負担割合。 
 ○市特別給付費の利用者負担を除いた財源構成は、65 歳以上の高齢者（第 1号被保険者）の保険料だけが財源となる。 

 

 
第３章 保険料の算定 

単位：千円 
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■第１号被保険者の保険料段階の設定  ○国は、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観点から標準段階をこれまでの6段階から、標準 9 段階に見直した。その際、「住民税課税層の更なる多段階化や各段階の負担割合については、これまでと同様に各保険者の裁量により設定できる」との考えが示された。  ○本市では、国の方針を踏まえ、第 6期計画では、第 5期で設定した 12 段階を、さらに負担能力に応じた保険料段階として 14 段階と設定する。 ○第 5期計画では第 12段階の本人課税合計所得 1,000 万を上限としていたが、より負担能力に応じた保険料とするため、上限を 1,500 万とする。  図表図表図表図表 3333----15151515        第第第第 6666 期計画の所得段階別保険料額期計画の所得段階別保険料額期計画の所得段階別保険料額期計画の所得段階別保険料額    所得段階 対象者 料率 保険料額（年額） 第１段階 ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が 80 万円以下 基準額×0.500 〔軽減後〕 平成 27・28 年度基準額×0.45 平成 29 年度 基準額×0.3 
34,700 円 〔軽減後〕 平成 27・28 年度31,200 円 平成 29 年度 20,800 円 第２段階 世帯全員が住民税非課税かつ合計所得金額と課税年金収入の合計 120 万円以下 基準額×0.625 〔軽減後〕 平成 29 年度 基準額×0.5 43,400 円 〔軽減後〕 平成 29 年度 34,700 円 第３段階 世帯全員が住民税非課税かつ合計所得金額と課税年金収入の合計 120 万円超 基準額×0.750 〔軽減後〕 平成 29 年度 基準額×0.7 52,100 円 〔軽減後〕 平成 29 年度 48,600 円 第４段階 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる)で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が 80 万円以下 基準額×0.900 62,500 円 第５段階 本人が住民税非課税（世帯に住民税課税者がいる）で合計所得金額と課税年金収入の合計 80 万円超 基準額×1.000 69,500 円 第６段階 本人が住民税課税で合計所得金額 120 万円未満 基準額×1.150 79,900 円 第７段階 本人が住民税課税で合計所得金額 120 万円以上190 万円未満 基準額×1.300 90,300 円 第８段階 本人が住民税課税で合計所得金額 190 万円以上290 万円未満 基準額×1.500 104,200 円 第９段階 本人が住民税課税で合計所得金額 290 万円以上400 万円未満 基準額×1.700 118,100 円 第 10 段階 本人が住民税課税で合計所得金額 400 万円以上600 万円未満 基準額×1.950 135,500 円 第 11 段階 本人が住民税課税で合計所得金額 600 万円以上800 万円未満 基準額×2.200 152,900 円 第 12 段階 本人が住民税課税で合計所得金額 800 万円以上1000 万円未満 基準額×2.450 170,200 円 第 13 段階 本人が住民税課税で合計所得金額 1000 万円以上1500 万円未満 基準額×2.700 187,600 円 第 14 段階 本人が住民税課税で合計所得金額 1500 万円以上 基準額×2.950 205,000 円 ※上表の保険料額については、宝塚市介護保険条例の改正手続を経て正式決定する。 
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■公費投入による低所得者の負担軽減 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正により、平成 27 年 4 月から公費を投入し、低所得者の保険料を軽減する。   
              （１）（１）（１）（１）    居住費と食費が低所得者の方の負担とならないよう、所得に応じた利用者負担限度額を 設け、その限度額を超える差額を特定入所者介護（予防）サービス費として保険給付を し てきたが、平成27年8月から「配偶者の所得の勘案」「預貯金等の勘案」「非課税年金の 勘案」が行われる。 （２）（２）（２）（２）    １か月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額が、所得に応じた月額上限額 を超えた場合は、その超えた金額を高額介護（予防）サービス費として支給しており、平 成27年８月から高額介護(予防)サービス費の月額上限額が見直される。 また、医療保険と介護保険の両方を利用し、その利用者負担額を合算して、年額上限額 を超えた場合は、その超えた金額を高額医療合算介護（介護予防）サービス費として支給 しており、算定期間平成27年8月から、高額医療合算介護（予防）サービス費においても、月額上減額が見直される。 （３）（３）（３）（３）    低所得で特に生計が困難である人を対象とし、介護サービス事業者である社会福祉法人 は、自ら提供する特定の介護サービスに関し、１割負担の額を含め、食費・居住費を軽 減する措置を行っている。     （１）（１）（１）（１）    認定調査員に対し、調査項目の判断基準の再確認や面接技術、特記事項の記載方法など    について継続的な研修を行い、資質の向上を行う。 また、認知症や障がいのある人など高齢者一人ひとりの状態を認定調査に正確に反映さ せるため、調査対象者の日頃の状態や障がいによる生活面での困難を的確に説明できる介護者や家族等の同席など積極的な関与を勧め、円滑な実施に努めていく。 さらに、要介護認定の変更認定及び更新認定にかかる認定調査の内容を本市の職員等が訪問または書面等の審査を通じて点検し、適切かつ公平な要介護認定に努める。 （２）（２）（２）（２）    介護認定審査会において、研修や委員相互の情報交換を行い、必要な知識・技能の修得 に努め、合議体間の審査判断基準の統一した運用をめざしていく。 認定調査については、統一した調査水準が維持できるよう、調査員研修や調査を委託し ている指定居宅介護支援事業者への指導を通じて適正な認定調査を実施していく。      

 

 
第４章 介護保険事業の円滑な運営 

３ 介護保険事業の適正な運営 

２ 適正な認定審査実施体制の充実 

１ 低所得者への配慮等 
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（１）（１）（１）（１）    介護保険制度改正に伴い、平成28年4月から定員18人以下の通所介護事業所は今後地域密着型サービスに移行されるため、適正な指定・指導ができるよう、体制を整備する。 また、平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定権限が移譲されることから、円滑 な実施ができるよう、準備を進めていく。 （２）（２）（２）（２）    介護保険を持続可能な制度として運営していくため、国及び兵庫県の第3期介護給付適正化計画に基づき、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知といった事業を着実に実施することで、介護給付の適正化を図る。           （１）（１）（１）（１）    地域包括支援センターは高齢者の身近な相談窓口であり、①予防給付、介護予防ケアマ ネジメント事業、②地域の高齢者の実態把握や各種生活支援サービス等に関する総合相 談・支援事業、③虐待の防止、早期発見等権利擁護のための必要な援助、④支援困難事例 に関するケアマネジャーへの助言・ネットワークづくりなどを行う。 （２）（２）（２）（２）    介護サービスに対する苦情相談については、相談窓口を市に設け、受付、調査、指導及 び助言を行う。また、市で解決できない困難事例については、兵庫県と連携して解決を図るとともに、兵庫県国保連合会に事案を引き継いで解決へ導く。 （３）（３）（３）（３）    介護相談員派遣等事業を通じて、市内の特別養護老人ホームなどの施設に、定期的に介 護相談員を派遣し、施設利用者やその家族からの相談に応じて、不満や不安、疑問の解消 に努めるとともに、施設のスタッフとの話し合いなどを進め、問題の解決やサービスの改 善を図る。 
      （１）（１）（１）（１）    都道府県により介護サービス事業所の事業所概要・詳細情報や運営情報など公表する 「介護サービス情報公表システム」の周知を図ることで、利用者のサービス選択を支援す る。 また、地域包括ケアシステムの構築の観点から、高齢者が住みなれた地域での生活を継 続するために有益な情報となる地域包括支援センターの取り組みとともに、配食や見守りなどの生活支援に関する情報についても情報収集・情報発信を進める。 （２）（２）（２）（２）    事業者による自己評価の実施及びその結果公表の促進を図る。    （３）（３）（３）（３）    介護保険制度改正で介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）及び地域密着型介護老人 福祉施設への入所が原則要介護3以上に限定される一方で、要介護1又は2の人の特例入所が認められることとなったことを受け改正された「介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアル」により、介護の必要の程度や家族等の状況など、入所の必要性や緊急性を評価、適正に入所調整を行う。 （４）（４）（４）（４）    介護保険サービスの提供により利用者や入所者に事故が発生した場合は、指定居宅サ ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例により市に報告する。 

  
６ 制度の普及啓発等 

４ 相談体制の充実 

５ 介護サービス情報の公表と介護サービスの適正な運営 
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 市広報紙及び介護保険特集号の発行、制度説明のパンフレットの作成、市ホームページにおける制度説明、介護保険市民フォーラム等の講演会の開催、公民館や福祉施設での説明会や各地区での出前講座・ふれあいトークなどの実施など、介護保険制度に関する周知にも努めており、今後もその内容の充実を図るとともに、多様な媒体・機会を活用した積極的な普及啓発を進める。     ケアマネジャーがその職務を円滑に遂行できるよう、今後も継続してケアプラン指導研修 事業や、主任ケアマネジャーによる個別相談、後方支援体制を整える。 また、行政施策情報の提供や研修会の実施により、ケアマネジャーが必要とする知識を取 得する機会を設ける。     事業者相互の交流と連携と利用者のニーズに合った良質で安定したサービスの提供と質の 向上をめざすことを目的として設立した市介護保険事業者協会と連携し、研修の共同開催や指導助言、資料提供の支援を行うとともに、協働して介護保険事業の運営の質的向上を図る。                    

７ ケアマネジャーへの支援 

８ 市介護保険事業者への支援 
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